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Ⅰ 山口県人事行政の運営の状況

１ 職員の任免及び職員数等の状況

(1) 採用・退職等の状況（平成２３年度）

ア 採 用

試 験
選 考

区 分 保健師 計
大卒程度 短卒程度 高卒程度 看護師 警察官 採 用

等

一般行政職等 74人 20人 2人 15人 111人

医 療 職 8人 5人 13人

教 育 職 279人 279人

警 察 職 137人 17人 154人

技 能 労 務 職

計 74人 20人 10人 137人 316人 557人

（注）一般行政職等：下記以外の給料表適用者

医療職：医療職給料表適用者

教育職：教育職給料表適用者

警察職：公安職給料表適用者

技能労務職：現業職給料表適用者

（以下、退職、再任用も区分は同様の区分）

イ 退 職

区 分 定年退職 勧奨退職 普通退職 その他 計

一般行政職等 131人 29人 32人 20人 212人

医 療 職 2人 4人 1人 8人 15人

教 育 職 207人 126人 53人 10人 396人

警 察 職 85人 13人 49人 1人 148人

技 能 労 務 職 10人 1人 11人

計 435人 173人 135人 39人 782人

ウ 再任用

再任用（常時勤務） 再任用（短時間勤務）
区 分

更 新 更 新

一般行政職等 45人 33人 114人 84人

医 療 職 2人 1人

教 育 職 81人 52人 11人 3人

警 察 職 3人

技 能 労 務 職 12人 6人

計 143人 92人 125人 87人

(2) 退職者の再就職の状況（平成２４年度）
平成２３年度に退職した課長級以上（管理職手当受給者）の職員の営利企業等への再就

職の状況は、以下の表のとおりです。
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再 就 職 状 況 一 覧 表 （ 教 育 委 員 会 ・ 警 察 除 く ）

（平成２４年８月１日現在）
№ 氏名 退職時役職名 退 職 再就職先名称 再就職先役職等 再就職

年月日 年月日
1 平 尾 幸 雄 総務部長 H24.3.31 財団法人山口県施設管理財団 理事長 H24.4.1
2 藤 村 文 郎 山口県税事務所次長 H24.3.31 山口県流通センター株式会社 専務取締役 H24.6.1
3 淺 川 美 直 消防防災航空センター所長 H24.3.31 財団法人やまぐち農林振興公社 総務課長 H24.4.1
4 澤 野 輝 彦 岩国基地対策室次長 H24.3.31 東洋ヒューム管株式会社 山口営業所技術営業部長 H24.4.1
5 杉 山 裕 一 岩国基地対策室次長 H24.3.31 社団法人山口県測量設計業協会 事務局長 H24.4.1
6 豊 田 保 義 消防学校長 H24.3.31 社団法人山口県危険物安全協会連合会 専務理事兼事務局長 H24.7.1
7 大 村 愼 一 総合政策部理事 H23.12.31 岩国空港ビル株式会社 取締役副社長 H24.1.6
8 山 部 哲 郎 地域振興部長 H24.3.31 山口県市町総合事務局 事務局長 H24.4.1
9 辻 晴 政 地域振興部審議監 H24.3.31 山口県赤十字血液センター 事務部長 H24.4.1
10 倉 重 龍 昌 地域振興部理事 H24.3.31 小野田赤十字病院 事務部長 H24.4.1
11 原 保 平 環境生活部理事 H24.3.31 公益財団法人山口きらめき財団 事務局長 H24.4.2
12 山 賀 美千代 男女共同参画相談センター所長 H24.3.31 公益財団法人山口きらめき財団 主査 H24.4.2
13 砂 川 博 史 山口健康福祉センター所長 H24.3.31 萩市社会福祉事業団老人保健施設かがやき 施設長 H24.4.1
14 藤 田 浩 一 山口健康福祉センター次長 H24.3.31 財団法人山口県商工会館 専務理事兼事務局長 H24.5.29
15 高 林 修 二 衛生看護学院事務局長 H24.3.31 公益財団法人山口県ひとづくり財団 社会福祉研修部長 H24.4.1

公益財団法人やまぐち産業振興財団 副理事長
16 森 敏 明 商工労働部長 H24.3.31 H24.4.1

一般財団法人山口県ニューメディア推進財団 理事長
17 清 水 弘 己 商工労働部理事 H24.3.31 山口県中部生コンクリート共同組合 専務理事兼事務局長 H24.5.28
18 土 田 雄 二 計量検定所次長 H24.3.31 公益財団法人山口県ひとづくり財団県民学習部 学習振興課主査 H24.4.1
19 河 崎 隆 西部高等産業技術学校管理部長 H24.3.31 公益財団法人山口きらめき財団 秋吉台国際芸術村副村長 H24.4.2
20 松 永 貞 昭 農林水産部長 H24.3.31 公益財団法人山口県ひとづくり財団 理事長 H24.5.30
21 山 崎 彰 岩国農林事務所長 H24.3.31 財団法人やまぐち農林振興公社 常務理事 H24.4.1
22 茅 原 寛 柳井農林事務所長 H24.3.31 山口県土地改良事業団連合会 参事 H24.4.1
23 岡 村 秋 雄 柳井農林事務所次長 H24.3.31 社会福祉法人山口県社会福祉事業団伊保庄園 総務課長 H24.4.1
24 福 坂 一 利 柳井農林事務所畜産部副部長 H24.3.31 全国農業協同組合連合会山口県本部 嘱託 H24.4.1
25 大 井 安 夫 美祢農林事務所農業部長 H24.3.31 山口県農業会議 事務局長 H24.4.1
26 池 田 武 彦 美祢農林事務所農村整備部長 H24.3.31 株式会社ウエスコ 参与 H24.4.1
27 藤 井 幸 夫 萩農林事務所森林部長 H24.3.31 社団法人山口県木材協会 専務理事 H24.6.1
28 井 上 晶 萩農林事務所農業部長 H24.3.31 財団法人やまぐち農林振興公社 アドバイザー H24.4.1
29 高 原 敏 夫 農林総合技術センター次長 H24.3.31 社会福祉法人山口県社会福祉協議会福祉人材研修 部長 H24.4.1

部
30 津 田 清 隆 農林水産部審議監 H24.3.31 宇部興産コンサルタント株式会社 技術顧問 H24.4.1
31 仲 野 武 二 水産研究センター所長 H24.3.31 山口県漁業信用基金協会 理事長 H24.6.19
32 野 村 博 史 監理課調整監 H24.3.31 財団法人山口県施設管理財団 周南支所長 H24.4.1
33 徳 田 隆 保 柳井土木建築事務所長 H24.3.31 セントラルコンサルタント株式会社 山口営業所長 H24.4.1
34 横 山 哲 夫 柳井土木建築事務所次長 H24.3.31 公益財団法人山口県ひとづくり財団 スポーツ交流村事務長 H24.4.1

-
2

-
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№ 氏名 退職時役職名 退 職 再就職先名称 再就職先役職等 再就職
年月日 年月日

35 末 光 信 雄 防府土木建築事務所長 H24.3.31 澤田建設株式会社 顧問 H24.4.1
36 河 野 和 夫 下関土木建築事務所長 H24.3.31 パシフィックコンサルタント株式会社 調査役 H24.4.1
37 柴 田 勝 彦 萩土木建築事務所長 H24.3.31 五洋建設株式会社 調査役 H24.4.1
38 坂 田 節 男 厚東川ダム管理事務所長 H24.3.31 一般財団法人山口県建設技術センター 工事管理監 H24.4.1
39 松 永 博 則 阿武川ダム管理事務所長 H24.3.31 第一復建株式会社 技術部長 H24.4.1
40 佐 郷 勝 敏 港湾課長 H24.3.31 株式会社ウエスコ 参与 H24.4.1
41 蔵 本 和 夫 建築指導課長 H24.3.31 社団法人山口県建築協会 常務理事兼事務局次長 H24.5.11
42 太 田 光 宣 国体・障害者スポーツ大会局長 H24.3.31 公益財団法人山口県体育協会 専務理事 H24.4.1
43 高 木 邦 生 会計管理局長 H24.3.31 日本赤十字社山口県支部 事務局長 H24.4.1
44 上 田 治 智 物品管理課長 H24.3.31 社団法人山口県建設業協会 事務局長 H24.4.1
45 吉 山 幸 博 厚東川工業用水道事務所次長 H24.3.31 社会福祉法人山口県社会福祉協議会総務企画部 福祉振興班長兼経営相談室長 H24.4.1
46 清 水 貴 充 監査委員事務局長 H24.3.31 山口県信用保証協会 監事 H24.6.1
47 斉 藤 保 夫 人事委員会事務局長 H24.3.31 財団法人山口県私学教育振興財団 参与 H24.4.1



(3) 職員数の状況

ア 部門別職員数の状況及び主な増減理由（各年度4月1日現在）

部 門 平成23年度 平成24年度 増 減 主な増減理由
議 会 30人 31人 1人 欠員補充による増員
総務企画 691人 612人 △79人 国体終了に伴う局廃止による減員
税 務 228人 231人 3人 欠員補充による増員
民 生 279人 258人 △21人 児童福祉施設の民間委託による減員

一般 衛 生 540人 540人 0人
行政 労 働 80人 78人 △2人 過員解消による減員

農林水産 1,062人 1,042人 △20人 公社派遣引上げによる減員
商 工 132人 137人 5人 観光業務推進による増員
土 木 881人 869人 △12人 公社、建技 C 派遣引上げによる減員
特別会計 29人 29人 0人
小 計 3,952人 3,827人 △125人

特別 教 育 12,114人 12,013人 △101人 児童数及び生徒数の減少による減員
行政 警 察 3,485人 3,476人 △9人 現業業務の見直しによる減員

小 計 15,599人 15,489人 △110人
公営 病 院 55人 53人 △2人 派遣引上げ(プロパー化)による減員
企業等 企 業 局 119人 120人 1人 欠員補充による増員
会計 小 計 174人 173人 △1人

合 計 19,725人 19,489人 △236人
[21,708人］[21,412人］［ △296人］

(注) １ 職員数は、一般職に属する職員数であり、休職者、派遣者等を含む。

２ [ ]内は、条例定数の合計である。

イ 年齢別職員構成の状況（平成24年4月1日現在）

区分 20歳未満 20～23歳 24～ 27歳 28～ 31歳 32～ 35歳 36～ 39歳
職員数 49人 434人 1,093人 1,203人 1,439人 1,809人

区分 40～ 43歳 44～ 47歳 48～ 51歳 52～ 55歳 56～ 59歳 60歳以上 計
職員数 2,149人 2,603人 3,081人 3,128人 2,352人 149人 19,489人
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ウ 定員適正化計画の数値目標及び進ちょく状況

平成２０年度、「新・県政集中改革プラン」において、平成２０年４月１日から平成
２５年４月１日までの定員管理目標を設定した。

（ア）定員適正化目標（数・率）

計画期間
数値目標

始 期 終 期

平成20年4月 1日 平成25年4月 1日

21,204人 19,619人 △1,585人 (7.5％減)

（イ）定員適正化計画の年次別進ちょく状況（実績）の概要
(各年4月1日現在)

区 分 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 数値目標
部 門 (計画前年) (１年目) (２年目) (３年目) (４年目)

増 員 75人 116人 231人 142人

一 減 員 △238人 △250人 △331人 △267人
般
行 (37.5%) (68.3%) (91.3%) (120.0%)
政 差 引 △163人 △134人 △100人 △125人 △435人

職員数 4,349人 4,186人 4,052人 3,952人 3,827人 3,914人

増 員 28人 64人 123人 104人

特 減 員 △225人 △302人 △153人 △214人
別
行 (41.5%) (91.6%) (97.9%) (121.1%)
政 差 引 △197人 △238人 △30人 △110人 △475人

職員数 16,064人 15,867人 15,629人 15,599人 15,489人 15,589人

公 増 員 4人 6人 55人 4人
営
企 減 員 △15人 △7人 △660人 △3人
業
等 (1.6%) (1.8%) (91.4%) (91.6%)
会 差 引 △11人 △1人 △605人 △1人 △675人
計

職員数 791人 780人 779人 174人 173人 116人

増 員 107人 186人 409人 247人

減 員 △478人 △559人 △1,144人 △483人
計

(23.4%) (46.9%) (93.3%) (108.2%)
差 引 △371人 △373人 △735人 △236人 △1,585人

職員数 21,204人 20,833人 20,460人 19,725人 19,489人 19,619人

（注）（ %）内の数値は、数値目標に対する進ちょく率を示す。



２ 給与等の状況

(1) 総括

ア 人件費の状況（普通会計決算）

区 分
住 民 基 本 台 帳 人 口 歳 出 額 実質収支 人件費 人件費率 （参考）
（23年度末） Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 22年度の人件費率

人 千円 千円 千円 ％ ％
23年度 1,433,588 701,944,770 4,646,853 186,432,404 26.6 27.0

イ 職員給与費の状況（普通会計決算）

給 与 費 1人当たり給与費
区 分 職員数

Ａ 給 料 職員手当 期末･勤勉手当 計 Ｂ Ｂ／Ａ

人 千円 千円 千円 千円 千円
23年度 19,521 86,229,540 15,228,729 31,708,829 133,167,098 6,822

（注）１ 職員手当には退職手当を含んでいません。

２ 職員数は、平成２３年４月１日現在の人数です。

ウ 給与等の減額措置の状況
（ア）特別職等

対 象 者 減 額 の 内 容 期 間

知事 給料月額の20％
平成24年4月1日

～平成26年3月31日

副知事、公営企業管理者、教育長、常勤の監査委員 給料月額の10％
平成24年4月1日

～平成26年3月31日

議長、副議長、議員 報酬月額の6％ 平成23年8月1日

～平成25年3月31日

（イ）一般職

対 象 者 減 額 の 内 容 期 間

部次長級以上の職員 給料月額の6％ 平成24年4月1日

～平成26年3月31日

課長級の管理職手当受給者（管理職員等に限る） 給料月額の5％
平成24年4月1日

～平成26年3月31日
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エ ラスパイレス指数の状況（平成２３年４月１日現在）

【参考】地域手当補正後ラスパイレス指数 ９７．２

（平成２３年４月１日現在）

（注）H23.4.1 現在における団体の支給率と国基準の支給率により算出したものです。

※「地域手当補正後ラスパイレス指数」とは、地域手当を加味した地域における国家公

務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラ

スパイレス指数です。

（注） 「ラスパイレス指数」とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準

を示す指数です。

(2) 職員の平均給与月額、初任給等の状況

ア 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２４年４月１日現在）

（ア）一般行政職

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額
（国ベース）

山口県 43.6歳 340,932円 417,240円 367,079円

国 42.8歳 304,944円 ― 372,906円

(H18)
99.0

(H18)
99.2

(H23)
97.4

(H23) 
99.3

90.0

95.0

100.0

山口県 都道府県平均
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（イ）技能労務職

公 務 員 民 間 参考

区 分
平均年齢 職員数 平均給料月額

平均給与月額 平均給与月額 対応する民間
平均年齢

平均給与月額
Ａ／Ｂ

（A) （国ベース) の類似職種 （B)

山口県 52.0歳 110人 336,385円 375,179円 347,758円 － － － －

うち校務技士等 50.8歳 48人 337,469円 367,163円 348,773円 用務員 53.8歳 209.7千円 1.75

うち調理員 51.6歳 12人 295,125円 315,052円 300,292円 調理士 44.5歳 208.5千円 1.51

うち運転士 53.9歳 4人 357,350円 435,260円 379,600円 自動車運転手 57.8歳 218.8千円 1.99

国 49.7歳 3,479人 270,465円 － 307,506円 － － － －

参 考

区 分 年収ベース（試算値）の比較
(注） 技能労務職の職種と民間の職種等の比較に

あたり、民間のデータについては、正職員で

公務員（C） 民間（D） Ｃ／Ｄ
ない労働者が含まれるなど、雇用形態、年齢、
業務内容等に違いがあります。

山口県 － － －

うち校務技士等 5,820,749円 2,943.2千円 1.98

うち調理員 4,944,823円 2,853.4千円 1.73

うち運転士 6,792,509円 2,993.7千円 2.27

※「うち○○○○」とあるのは、本県の技能労務職のうち、主な職種を記載したものです。
※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。（平成２０年

～２２年の３ヶ年平均）
※用務員については、都道府県別のデータが公表されていないため、全国計のデータを記載しています。
※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したも

のに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間
賞与の額を加えた試算値です。

（ウ）高等学校教育職

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

山口県 46.7歳 403,933円 456,962円

（エ）小・中学校教育職

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

山口県 46.4歳 394,541円 437,801円
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（オ）警察職

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額
（国ベース）

山口県 39.9歳 332,467円 442,938円 358,547円

国 41.2歳 297,622円 ― 346,716円

（注）１ 「平均給料月額」とは、平成２４年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の

平均です。

２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時

間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものであり、地方公務員実態調査で明らかにされ

ているものです。

また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、

特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで

再計算したものです。

イ 職員の初任給の状況（平成２４年４月１日現在）

区 分 山口県 国

大学卒 180,500円
172,200円

一 般 行 政 職

（163,987円）

高校卒 145,900円
140,100円

（133,418円）

警 察 職 高校卒 170,100円 158,100円
（150,559円）

高等学校教育職 大学卒
201,700円 ―

小・中学校教育職 大学卒
201,700円 ―

技 能 労 務 職 高校卒
141,900円 ―

（注） （ ）内は、減額措置を行った後の額です。

ウ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２４年４月1日現在）

区 分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

大学卒 268,028円 308,649円 369,253円
一 般 行 政 職

高校卒 219,911円 268,742円 310,717円

警 察 職 高校卒 252,000円 302,325円 353,190円

高等学校教育職 大学卒 310,011円 361,569円 401,145円

小・中学校教育職 大学卒 311,539円 362,438円 396,257円

技 能 労 務 職 高校卒 229,700円 234,800円 ―
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(3) 一般行政職の級別職員数等の状況

ア 一般行政職の級別職員数の状況（平成２４年４月１日現在）

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比

９級 本庁部長
人 ％

11 0.3

８級 局長、理事 16 0.4

７級 本庁部次長 67 1.5

６級 本庁課長 844 19.3

５級 相当困難主査 498 11.4

４級 主査 1,054 24.1

３級 主任 1,249 28.5

２級 係員 378 8.6

１級 係員 259 5.9

（注）１ 山口県の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

１級 5.9% １級 6.6% １級 6.1%

２級 8.6% ２級 8.1% ２級 7.6%

３級 28.5% ３級 28.2%
３級 26.1%

４級 24.1% ４級 23.9%
４級 23.8%

５級 11.4% ５級 11.4%
５級 12.1%

６級 19.3% ６級 19.7% ６級 22.0%

７級 1.5% ７級 1.5% ７級 1.8%
８級 0.4% ８級 0.4% ８級 0.3%

９級 0.3% ９級 0.2% ９級 0.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
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平成２４年度の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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イ 昇給への勤務実績の反映状況

１ 勤務実績の評定の実施状況

管理職に対しては平成１８年度から、その他の職員に対しては平成２０年度から、

職務遂行過程を通じて発揮された職員の能力を評価する「能力評価」を実施してい

ます。

２ 昇給への勤務実績の反映状況

管理職について、能力評価に基づき、４段階の昇給区分を決定しています。

(4) 職員の手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

山 口 県 国

1人当たり平均支給額（平成23年度）
－

1,631千円

（23年度支給割合） （23年度支給割合）
期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
2.60 月分 1.35 月分 2.60 月分 1.35 月分

（1.45）月分 （0.65）月分 （1.45）月分 （0.65）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算 5 ～ 20％ ・役職加算 5 ～ 20％
・管理職加算 15 ～ 25％ ・管理職加算 10 ～ 25％

（注） （ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。

【 参考 】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

１ 勤務実績の評定の実施状況

管理職に対しては平成１８年度から、年度当初に設定した目標の達成度を評価す

る「実績評価」を、その他の職員に対しては平成２１年度から、客観的な業務実績

や執務態度を評価する「実績評価」を導入しています。

２ 勤勉手当への勤務実績の反映状況

実績評価に基づき、５段階の成績率を決定しています。
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イ 退職手当（平成２４年４月１日現在）

山 口 県 国

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤続20年 23.5 月分 30.55月分 勤続20年 23.5 月分 30.55月分
勤続25年 33.5 月分 41.34月分 勤続25年 33.5 月分 41.34月分
勤続35年 47.5 月分 59.28月分 勤続35年 47.5 月分 59.28月分
最高限度額 59.28月分 59.28月分 最高限度額 59.28月分 59.28月分

その他の加算措置 その他の加算措置
定年前早期退職特例措置(2～20％加算) 定年前早期退職特例措置(2～20％加算)

１人当たり平均支給額

6,305千円 27,128千円

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額です。

ウ 地域手当（平成２４年４月１日現在）

支 給 実 績（平成23年度決算） 40,452千円

支給対象職員1人当たり平均支給年額（平成23年度決算） 594,882円

支給対象地域（職種） 支給対象人数 支給率 国の制度（支給率）

東 京 都 特 別 区 22人 18％ 18％

大 阪 市 7人 15％ 15％

つ く ば 市 0人 12％ 12％

広 島 市 5人 10％ 10％

福 岡 市 1人 10％ 10％

仙 台 市 1人 6％ 6％

岡 山 市 1人 3％ 3％

福 津 市 10人 3％ 3％

周 南 市 (1,566人) 0％ 3％

上記以外の市町村 17,738人 0％ 0％

医 師 17人 15％ 15％

平 均 支 給 率 0.0％ 0.3％

(注） １ 支給対象人数欄の（ ）人数は、国の制度の支給対象人数であり、本県では支給し
ていません。

２ 「国の制度（支給率）」の欄の平均支給率は、支給対象職員に対し国の率で支給し
たと仮定した場合の加重平均の支給率です。
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エ 特殊勤務手当（平成２４年４月１日現在）

支給実績（平成23度決算） 1,017,995千円

支給職員1人当たり平均支給年額（平成23年度決算） 132,414円

職員全体に占める手当支給対象職員の割合（平成23年度） 39.2％

手当の種類 17種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

税務手当 税務課、県税事務所 県税の賦課、徴収に関する業務 日額 650円

に勤務する職員

福祉業務手当 福祉事務所等に勤務 福祉に関する現業業務 日額 650円

する職員

精神保健福祉 (1) 保健所等に勤務 (1) 精神保健福祉法に基づく 日額 300円

業務手当 する職員 調査、立会、護送、指導、

看護等の業務

(2) 精神保健福祉セ (2) 精神保健及び精神障害者 日額 300円

ンターに勤務する 福祉に関する相談、指導等

職員 に関する業務

感染症防疫等 (1) 右の業務を行っ (1) 狂犬病予防法に基づく野 (1)日額 300円

業務手当 た職員 犬等の捕獲等の業務、家畜

伝染病発生時の伝染性疾病

に感染した動物の取扱等の

業務

(2) 動物愛護センタ (2) 動物の治療、処分、飼育 (2)日額 850円

ーに勤務する獣医 管理

師

衛生検査手当 (1) 保健所の試験検 (1) 病理細菌検査、環境衛生 (1)日額 300円
査課勤務職員 ・食品衛生等の試験検査

(2) 保健所に勤務す (2) と畜検査、食鳥検査 (2)日額 850円
る非専任のと畜検
査員、食鳥検査員

種雄牛馬取扱 農林総合技術センタ 種雄牛馬の自然交配、精液の 日額 300円
手当 ーに勤務する職員 採取等のための種雄牛馬を御

する作業
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手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

災害応急作業 土木建築部に勤務す 異常な自然現象により重大な 巡回監視 日額 480円
等手当 る職員 災害が発生した場合に県の管 応急作業 日額 730円

理する河川の堤防等において
行う業務

道路上作業手 道路整備課、土木事 交通を遮断することなく行う 日額 300円
当 務所に勤務する職員 道路の維持又は修繕の作業

特殊現場作業 (1) 総務部防災危機 (1) 高圧ガス保安法の規定に (1)日額 300円
手当 管理課に勤務する 基づいて行う完成検査、立

職員 入検査等の業務
(2) 保健所等に勤務 (2) 廃棄物の投棄されている (2)日額 300円
する職員 場所において行う原状回復

作業及び廃棄物の性状調査
(3) 健康福祉部薬務 (3) 司法警察員の業務及びけ (3)日額 1,500円
課に勤務する職員 ん銃訓練

(4) 農林総合技術セ (4) 傾斜地等において行う特 (4)１時間 100～120円
ンター等に勤務す 殊自動車の運転作業
る職員

(5) 水産事務所等に (5) 漁業取締船に乗船して行 (5)日額 300円
勤務する職員 う漁業取締作業 （常時乗り組む職員 500円）

(6) 防災危機管理課 (6) 回転翼航機に搭乗して行 (6)搭乗１時間 1,900円
に勤務する職員 う作業 降下日額 870円

用地交渉手当 右の業務を行った職 土木建築工事等の施行に伴う 日額 650円
員 土地等の取得、使用、損失の

補償のための交渉の業務

高所等作業手 右の業務を行った職 高所、深所、トンネル坑内等 １時間 120円
当 員 での調査、保守等の作業 （トンネル坑内 130円）

教員特殊業務 教育職給料表（一） (1) 非常災害時等の緊急の防 (1)日額 6,000～6,400円
手当 または（二）の１級、 災等の業務

２級の者 (2) 修学旅行等引率指導業務 (2)日額 3,400円
(3) 対外運動競技等への引率 (3)日額 3,400円
指導業務

(4) 部活動指導業務 (4)日額 2,400円
(5) 入学試験監督業務 (5)日額 900円

多学年学級担 公立の小学校又は中 ２又は３の学年の児童等で編 日額 290円

当手当 学校に勤務する教育 制されている学級を担当し、

職員 当該学級で行う授業、指導

兼務手当 教育職員 教育に関する他の職を兼ね、 授業1時間につき1,300円の

当該職に係る授業に従事した時 範囲内

添削指導手当 通信教育を担当する 通信教育の添削指導 学習報告書 1通 160円

職員以外の教育職員
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手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

教育業務連絡 小学校､中学校等に 教務等についての連絡調整、 日額 200円

指導手当 勤務する主任等 指導助言

警察作業手当 警察本部、警察署に 犯罪の予防・捜査・被疑者の 日額 250～4,600円等

勤務する職員 逮捕作業、交通取締作業、爆

発物処理等特に危険な作業等

オ 時間外勤務手当

支給実績（平成23年度決算） 3,221,020千円

職員1人当たり平均支給年額（平成23年度決算） 164千円

支給実績（平成22年度決算） 3,595,957千円

職員1人当たり平均支給年額（平成22年度決算） 177千円

カ その他の手当（平成２４年４月１日現在）

国の 国の制度と 支給実績 支給職員1

手当名 内容及び支給単価 制度 異なる内容 （平成23年度決算） 人当たり平

との 均支給年額

異同 （平成23年度決算）

管理職手当 管理、監督の地位にある職員（本庁部課長、 異 <手当額> 千円 円

出先機関の長等）に対して支給 46,300～137,700円 1,194,721 665,954

職員の属する級及び管理職手当区分に応

じ33,000～137,000円

扶養手当 (1) 配偶者 13,000円 同 千円 円

(2) 配偶者以外の扶養親族 2,446,853 245,249

6,500円

(3) 職員に配偶者がない場合扶養親族のうち

１人 11,000円

住居手当 ＜職員が自ら居住する借家＞ 異 千円 円

(1) 家賃が月額23,000円以下 1,471,506 128,180

→ 家賃の月額から12,000円を控除した額

(2) 家賃が月額23,000円超

→ 家賃の月額と23,000円との差額の2分の1

を11,000円に加算した額

（最高支給限度額は27,000円）

＜自宅＞ ＜自宅＞

月額2,000円 制 度 な し

（新築・購入の日から５年まで：3,000円）

＜単身赴任手当を支給される職員の配偶者等

が居住する借家＞

職員が自ら居住する場合の借家に係る手当額

の2分の1に相当する額
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国の 国の制度と 支給実績 支給職員1

手当名 内容及び支給単価 制度 異なる内容 （平成23年度決算） 人当たり平

との 均支給年額

異同 （平成23年度決算）

通勤手当 ＜交通機関利用＞ 異 <交通機関利用> 千円 円

(1) １箇月当たりの運賃の額が55,000円以下 運賃負担額に 2,901,929 171,337

→ 定期券又は回数券の価額 応じ支給。最

（最も経済的かつ合理的なもの） 高支給限度額

(2) １箇月当たりの運賃の額が55,000円超 月額55,000円

→ 55,000円を超える額の2分の1に55,000円

を加算した額

＜自動車等使用＞ <自動車等使用>

使用距離に応じ2,000～50,000円 使用距離に応じ

2,000～24,500円

単身赴任 異動によりやむを得ず単身で生活することと 同 千円 円

手当 なった職員に対し支給 242,354 309,125

基礎額23,000円に、職員の住居から家族

の住居までの距離に応じて最高45,000円

を加算

休日勤務 祝日法による休日等又は年末年始の休日等に 同 千円 円

手当 おいて、正規の勤務時間として勤務した職員 613,060 450,779

に対し支給

（ 勤務１時間当たりの給与額の35％増の額 ）

宿日直手当 宿日直勤務をした職員に対し支給 同 千円 円

（ 勤務の内容、時間に応じ4,200～20,000円 ） 599,879 303,429

管理職員 管理職手当受給職員等が、臨時又は緊急の必 同 千円 円

特別勤務 要により週休日等に勤務した場合に支給 37,514 187,570

手当 勤務１回につき4,000～12,000円

（６時間超勤務：100分の150を乗じた額）
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国の 国の制度と 支給実績 支給職員1

手当名 内容及び支給単価 制度 異なる内容 （平成23年度決算） 人当たり平

との 均支給年額

異同 （平成23年度決算）

初任給調 医師、歯科医師又は獣医師たる職員で採用困 異 ＜獣医師＞ 千円

整手当 難なものに対し支給 制度なし 1,467,840
(初任給調整

＜医師又は歯科医師＞ 手当、特地

採用後35年以内の期間、採用からの経過 勤務手当、

年数に応じた額 夜間勤務手

（最高支給額：月額410,900円） 当、農林漁

＜獣医師＞ 業普及指導

採用後１年間は月額30,000円。以降、毎 手当、へき

年3,000円ずつ逓減 地手当、義

務教育等教

員特別手当、

特地勤務 離島その他の生活の著しく不便な地域に勤務 同 産業教育手

手当 する職員に対し支給 当、定時制

（級地に応じ給料等の4～16％ ） 通信教育手

当の合計）

夜間勤務 正規の勤務時間として、深夜に勤務した職員 同

手当 に対し支給

（勤務１時間当たりの給与額の25％ ）

農林漁業 普及事務を行う普及指導員に対し支給

普及指導 （給料月額の6％ ）

手当

へき地手当 山間地、離島その他生活不便地に所在する小

中学校等に勤務する学校職員に対し支給

（級地に応じ給料等の4～20％ ）

義務教育 小中学校、高等学校、特別支援学校に勤務す

等教員特 る教育職員に対し支給

別手当 （級号給に応じ2,000～8,000円 ）

産業教育 実習を伴う農業等に関する科目を主として担

手当 任する教育職員に対し支給

（給料月額の5％ ）

定時制通 定時制・通信教育に従事する教育職員に対

信教育手 し支給

当 （給料月額の10％（管理職手当受給者は8％））
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(5) 特別職の報酬等の状況（平成２４年４月１日現在）

区 分 給 料 月 額 等

給 知 事 1,032,000円 ( 1,290,000円 ）

料 副知事 918,000円 ( 1,020,000円 )

議 長 921,200円 （ 980,000円 )
報

副議長 827,200円 （ 880,000円 )
酬

議 員 789,600円 （ 840,000円 )

知 事 （平成23年度支給割合)
期 2.95月分

副知事
末

議 長 (平成23年度支給割合)
手 2.95月分

副議長
当

議 員

退 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）
知 事 給料月額 × 在職月数 × 0.50 30,960,000円 任期毎

職
副知事 給料月額 × 在職月数 × 0.40 19,584,000円 任期毎

手

当 備 考

(注) １ 給料及び報酬の（ ）内は、減額措置を行う前の額です。

２ 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた

場合における退職手当の見込額です。

(6) 公営企業職員の状況

ア 工業用水道事業

（ア） 職員給与費の状況（決算）

総 費 用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める （参考）

区 分 実 質 収 支 職員給与費比率 22年度の総費用に占
Ａ Ｂ Ｂ／Ａ める職員給与費比率

千円 千円 千円 ％ ％
23年度 5,405,242 1,615,470 720,234 13.3 13.0

職員数 給 与 費 1人当たり
区 分 給与費

Ａ 給 料 職員手当 期 末 ・ 勤 勉 手 当 計 Ｂ Ｂ／Ａ

人 千円 千円 千円 千円 千円
23年度 74 294,388 93,135 111,704 499,227 6,746

（注）１ 職員手当には退職給与金を含んでいません。

２ 職員数は、平成２３年４月１日現在の人数です。
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（イ） 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２４年４月１日現在）

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額

山口県 43.6歳 356,511円
444,144円
(569,092円）

（注）１ 「基本給」とは、職員の給料、扶養手当及び地域手当の合算額の平均です。

２ 「平均月収額」とは、基本給に毎月支払われる住居手当、時間外勤務手当等の諸手当を

加えたものであり、（ ）内の金額は、さらに期末・勤勉手当を加えたものです。

（ウ） 職員の手当の状況

ａ 期末手当・勤勉手当

山口県（工業用水道事業） 山口県

1人当たり平均支給額（平成23年度） 1人当たり平均支給額（平成23年度）

1,499千円 1,631千円

（23年度支給割合） （23年度支給割合）
期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
2.60 月分 1.35 月分 2.60 月分 1.35 月分

（1.45）月分 （0.65）月分 （1.45）月分 （0.65）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算 5 ～ 20％ ・役職加算 5 ～ 20％
・管理職加算 15 ～ 25％ ・管理職加算 15 ～ 25％

（注）（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。

ｂ 退職手当（平成24年4月1日現在）

山口県（工業用水道事業） 山口県

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤続20年 23.5 月分 30.55月分 勤続20年 23.5 月分 30.55月分
勤続25年 33.5 月分 41.34月分 勤続25年 33.5 月分 41.34月分
勤続35年 47.5 月分 59.28月分 勤続35年 47.5 月分 59.28月分
最高限度額 59.28月分 59.28月分 最高限度額 59.28月分 59.28月分

その他の加算措置 その他の加算措置
定年前早期退職特例措置(2～20％加算) 定年前早期退職特例措置(2～20％加算)

１人当たり平均支給額 １人当たり平均支給額
－ 27,287千円 6,305千円 27,128千円

（注） 山口県（工業用水道事業）の退職手当の１人当たり平均支給額は、過去３年間に退職した

職員に支給された平均額です。
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ｃ 地域手当（平成24年4月1日現在）

支給対象職員はいません。

ｄ 特殊勤務手当（平成24年4月1日現在）

支給実績（平成23年度決算） 1,253千円

支給職員1人当たり平均支給年額（平成23年度決算） 28,486円

職員全体に占める手当支給対象職員の割合（平成23年度） 59.5％

手当の種類 3種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

利水業務手当 右の業務を行った 事故又は災害が発生した現 日額 480～730円
職員 場施設で行う応急作業等

危険業務手当 右の業務を行った 特別高圧、高圧の活線作業、 １時間 120～130円
職員 活線近接作業、高所作業又

は深所作業等の業務

用地交渉手当 右の業務を行った 土木建築工事等の施行に伴 日額 650円
職員 う土地等の取得、使用、損

失の補償のための交渉業務

ｅ 時間外勤務手当

支給実績（平成23年度決算） 26,164千円

職員1人当たり平均支給年額（平成23年度決算） 409千円

支給実績（平成22年度決算） 21,188千円

職員1人当たり平均支給年額（平成22年度決算） 326千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含んでいます。

ｆ その他の手当（平成23年4月1日現在）

一般行 一般行政 支給実績 支給職員1人

手当名 内容及び支給単価 政職の 職の制度 (平成23年度決算) 当たり平均

制度と と異なる 支給年額

の異同 内容 (平成23年度決算)

管理職手当 管理、監督の地位にある職員（本庁部課長、 同 千円 円

出先機関の長等）に対し支給 7,114 711,360

職員の属する級及び管理職手当区分に応

じ33,000～137,000円

扶養手当 (1) 配偶者 13,000円 同 千円 円

(2) 配偶者以外の扶養親族 10,021 227,739

6,500円

(3) 職員に配偶者がない場合扶養親族のうち

１人 11,000円
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一般行 一般行政 支給実績 支給職員1人

手当名 内容及び支給単価 政職の 職の制度 (平成23年度決算) 当たり平均

制度と と異なる 支給年額

の異同 内容 (平成23年度決算)

住居手当 ＜職員が自ら居住する借家＞ 同 千円 円

(1) 家賃が月額23,000円以下 5,944 110,074

→ 家賃の月額から12,000円を控除した額

(2) 家賃が月額23,000円超

→ 家賃の月額と23,000円との差額の2分の1

を11,000円に加算した額

（最高支給限度額は27,000円）

＜自宅＞

月額2,000円

（新築・購入の日から５年まで：3,000円）

＜単身赴任手当を支給される職員の配偶者等

が居住する借家＞

職員が自ら居住する場合の借家に係る手当額

の2分の1に相当する額

初任給調 専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠 同 千円 円

整手当 員の補充について特別の事情があると認めら － －

れる職に新たに採用された職員に対して支給

通勤手当 ＜交通機関利用＞ 同 千円 円

(1) １箇月当たりの運賃の額が55,000円以下 18,429 283,530

→ 定期券又は回数券の価額

（最も経済的かつ合理的なもの）

(2) １箇月当たりの運賃の額が55,000円超

→ 55,000円を超える額の2分の1に55,000円

を加算した額

＜自動車等使用＞

使用距離に応じて2,000～50,000円

単身赴任 異動によりやむを得ず単身で生活することと 同 千円 円

手当 なった職員に対し支給 348 348,000

基礎額23,000円に、職員の住居から家族

の住居までの距離に応じて最高45,000円

を加算

特地勤務 離島その他の生活の著しく不便な地域に勤務 同 千円 円

手当 する職員に対し支給 － －

（級地に応じ給料等の4～16％ ）

夜間勤務 正規の勤務時間として、深夜に勤務した職員 同 千円 円

手当 に対し支給 － －

（勤務１時間当たりの給与額の25％ ）
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一般行 一般行政 支給実績 支給職員1人

手当名 内容及び支給単価 政職の 職の制度 (平成23年度決算) 当たり平均

制度と と異なる 支給年額

の異同 内容 (平成23年度決算)

休日勤務 祝日法による休日等又は年末年始の休日等に 同 千円 千円

手当 おいて、正規の勤務時間として勤務した職員

に対し支給 － －

（勤務１時間当たりの給与額の35％増の額 ）

宿日直手当 宿日直勤務をした職員に対し支給 同 千円 円

（勤務の内容、時間に応じ4,200～20,000円） 22,795 584,492

管理職員 管理職手当受給職員等が、臨時又は緊急の必 同 千円 円

特別勤務 要により週休日等に勤務した場合に支給 145 14,475

手当 勤務１回につき4,000～12,000円

（６時間超勤務：100分150を乗じた額）

イ 電気事業

（ア） 職員給与費の状況（決算）

総 費 用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める （参考）

区 分 Ａ 実 質 収 支 Ｂ 職員給与費比率 22年度の総費用に占
Ｂ／Ａ める職員給与費比率

千円 千円 千円 ％ ％
23年度 1,284,614 149,842 467,320 36.4 32.0

職員数 給 与 費 1人当たり
区 分 給与費

Ａ 給 料 職員手当 期 末 ・ 勤 勉 手 当 計 Ｂ Ｂ／Ａ

人 千円 千円 千円 千円 千円
23年度 45 182,220 64,594 70,373 317,187 7,049

（注）１ 職員手当には退職給与金を含んでいません。

２ 職員数は、平成２３年４月１日現在の人数です。

（イ） 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２４年４月１日現在）

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額

山口県 43.3歳 360,413円
450,964円

（ 581,285円）

（注）１ 「基本給」とは、職員の給料、扶養手当及び地域手当の合算額の平均です。

２ 「平均月収額」には、基本給に毎月支払われる住居手当、時間外勤務手当等の諸手当を

加えたものであり、（ ）内の金額は、さらに期末・勤勉手当を加えたものです。
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（ウ） 職員の手当の状況

ａ 期末手当・勤勉手当

山口県（電気事業） 山口県

1人当たり平均支給額（平成23年度） 1人当たり平均支給額（平成23年度）

1,564千円 1,631千円

（23年度支給割合） （23年度支給割合）
期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
2.60 月分 1.35 月分 2.60 月分 1.35 月分

（1.45）月分 （0.65）月分 （1.45）月分 （0.65）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算 5 ～ 20％ ・役職加算 5 ～ 20％
・管理職加算 15 ～ 25％ ・管理職加算 15 ～ 25％

（注）（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。

ｂ 退職手当（平成24年4月1日現在）

山口県（電気事業） 山口県

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤続20年 23.5 月分 30.55月分 勤続20年 23.5 月分 30.55月分
勤続25年 33.5 月分 41.34月分 勤続25年 33.5 月分 41.34月分
勤続35年 47.5 月分 59.28月分 勤続35年 47.5 月分 59.28月分
最高限度額 59.28月分 59.28月分 最高限度額 59.28月分 59.28月分

その他の加算措置 その他の加算措置
定年前早期退職特例措置(2～20％加算) 定年前早期退職特例措置(2～20％加算)

１人当たり平均支給額 １人当たり平均支給額
－ 29,253千円 6,305千円 27,128千円

（注） 山口県（電気事業）の退職手当の１人当たり平均支給額は、過去３年間に退職した職員に

支給された平均額です。

ｃ 地域手当（平成24年4月1日現在）

支給対象職員はいません。
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ｄ 特殊勤務手当（平成24年4月1日現在）

支給実績（平成23年度決算） 648千円

支給職員1人当たり平均支給年額（平成23年度決算） 27,012円

職員全体に占める手当支給対象職員の割合（平成23年度） 53.3％

手当の種類 3種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

利水業務手当 右の業務を行った 事故又は災害が発生した現 日額 480～730円
職員 場施設で行う応急作業等

危険業務手当 右の業務を行った 特別高圧、高圧の活線作業 １時間 120～130円

職員 活線近接作業、高所作業又

は深所作業等の業務

用地交渉手当 右の業務を行った 土木建築工事等の施行に伴 日額 650円
職員 う土地等の取得、使用、損

失の補償のための交渉業務

ｅ 時間外勤務手当

支給実績（平成23年度決算） 19,001千円

職員1人当たり平均支給年額（平成23年度決算） 487千円

支給実績（平成22年度決算） 15,206千円

職員1人当たり平均支給年額（平成22年度決算） 400千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含んでいます。

ｆ その他の手当（平成24年4月1日現在）

一般行 一般行政 支給実績 支給職員1人

手当名 内容及び支給単価 政職の 職の制度 (平成23年度決算) 当たり平均

制度と と異なる 支給年額

の異同 内容 (平成23年度決算)

管理職手当 管理、監督の地位にある職員（本庁部課長、 同 千円 円

出先機関の長等）に対し支給 4,604 767,300

職員の属する級及び管理職手当区分に応

じ33,000～137,000円

扶養手当 (1) 配偶者 13,000円 同 千円 円

(2) 配偶者以外の扶養親族 9,201 296,790

6,500円

(3) 職員に配偶者がない場合扶養親族のうち

１人 11,000円
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一般行 一般行政 支給実績 支給職員1人

手当名 内容及び支給単価 政職の 職の制度 (平成23年度決算) 当たり平均

制度と と異なる 支給年額

の異同 内容 (平成23年度決算)

住居手当 ＜職員が自ら居住する借家＞ 同 千円 円

(1) 家賃が月額23,000円以下 2,934 81,500

→ 家賃の月額から12,000円を控除した額

(2) 家賃が月額23,000円超

→ 家賃の月額と23,000円との差額の2分の1

を11,000円に加算した額

（最高支給限度額は27,000円）

＜自宅＞

月額2,000円

（新築・購入の日から５年まで：3,000円）

＜単身赴任手当を支給される職員の配偶者等

が居住する借家＞

職員が自ら居住する場合の借家に係る手当額

の2分の1に相当する額

通勤手当 ＜交通機関利用＞ 同 千円 円

(1) １箇月当たりの運賃の額が55,000円以下 14,638 357,019

→ 定期券又は回数券の価額

（最も経済的かつ合理的なもの）

(2) １箇月当たりの運賃の額が55,000円超

→ 55,000円を超える額の2分の1に55,000円

を加算した額

＜自動車等使用＞

使用距離に応じて2,000～50,000円

初任給調 専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠 同 千円 円

整手当 員の補充について特別の事情があると認めら － －

れる職に新たに採用された職員に対して支給

単身赴任 異動によりやむを得ず単身で生活することと 同 千円 円

手当 なった職員に対し支給

基礎額23,000円に、職員の住居から家族 － －

の住居までの距離に応じて最高45,000円

を加算

特地勤務 離島その他生活の著しく不便な地域に勤務す 同 千円 千円

手当 る職員に対し支給 － －

（級地に応じ給料等の4～16％ ）

休日勤務 祝日法による休日等又は年末年始の休日等に 同 千円 千円

手当 おいて、正規の勤務時間として勤務した職員

に対し支給 － －

（勤務１時間当たりの給与額の35％増の額 ）
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一般行 一般行政 支給実績 支給職員1人

手当名 内容及び支給単価 政職の 職の制度 (平成23年度決算) 当たり平均

制度と と異なる 支給年額

の異同 内容 (平成23年度決算)

夜間勤務 正規の勤務時間として、深夜に勤務した職員 同 千円 千円

手当 に対し支給 － －

（勤務１時間当たりの給与額の25％ ）

宿日直手当 宿日直勤務をした職員に対し支給 同 千円 円

（勤務の内容、時間に応じ4,200～20,000円 ) 12,794 556,278

管理職員 管理職手当受給職員等が、臨時又は緊急の必 同 千円 円

特別勤務 要により週休日等に勤務した場合に支給 42 7,000

手当 勤務１回につき4,000～12,000円

（６時間超勤務：100分150を乗じた額）
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３ 勤務時間その他の勤務条件

(1) 一般職員の勤務時間
平成24年4月1日現在における一般職員の勤務時間及び休憩は次のとおりです。

一週間の
開始時刻 終了時刻 休憩時間

勤務時間

38時間45分 8:30 17:15 12：00～13：00

（注）公務の運営上の事情等により特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間に

ついては、各任命権者が別に定めています。

(2) 年次有給休暇
年次有給休暇は、一年ごとに20日付与され、残日数は20日を上限として翌年に繰り越す

ことができます。

平成23年 平均使用日数 10.7日 （注）小中学校教職員を除く。

(3) 特別休暇等（平成２４年４月１日現在）
負傷や病気による療養、選挙権の行使、結婚、出産など条例や規則で定める事由に該当

する場合には、特別休暇等を付与しています。

区 分 付 与 日 数

特別休暇 選挙権その他公民としての権利行使

証人等としての裁判所等への出頭 必要と認められる期間

骨髄移植のための骨髄液提供

ボランティア活動 年5日以内

職員の結婚 7日以内

職員の分べん 産前8週から産後8週

育児（生後1年6月に達しない子） 1日2回、各45分以内

職員の妻の出産 3日以内

男性職員の育児参加 5日以内

子（中学校就学前）の看護 5日以内
※ただし、対象となる子が2人以上
いる場合は10日以内。

(短期)介護休暇 5日以内
※ただし、対象となる親族が2人以
上いる場合は10日以内。

忌引 10日以内

父母、配偶者、子の祭日 1日

災害による住居の滅失又は損壊 7日以内

災害による交通遮断等 必要と認められる期間

生理日 月3日以内

妊産婦の健康診断 必要と認められる期間

妊婦の通勤緩和 1日1時間以内

妊娠障害 14日以内

病気休暇 療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最低限の期間
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(4) 介護休暇
職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等の負傷又は老齢により介護をするため勤務し

ないことが相当であると認められる場合は、６月の範囲内で取得することが可能です。
平成23年の介護休暇の取得状況は次のとおりです。

区 分 取 得 者 数

男性職員 ２人

女性職員 １７人

計 １９人

(5) 育児休業等
職員が3歳に満たない子を養育するため、当該子が3歳に達する日まで、育児のために

休業等をすることが認められる制度です。
平成23年度の育児休業及び部分休業の取得状況は次のとおりです。

育児休業取得者数 部分休業取得者数

４人
男性職員

１８２人 １９人
女性職員

２８１人 ６人

１８６人 １９人
計

２８１人 ６人

(注)上段は平成23年度に新たに育児休業（部分休業）を取得した者、下段は育児休業（部分

休業）の期間が平成22年度から23年度にかけて引き続いている者の数です。
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４ 分限及び懲戒処分の状況

(1) 分限処分者数
分限処分とは、勤務実績が良くない場合、心身の故障の場合、又はその職に必要

な適格性を欠く場合等の一定の事由がある場合、地方公務員法第28条の規定に基づ
き、休職等の処分をすることです。

平成23年度の分限処分の状況は、次のとおりです。

処分の種類
降 任 免 職 休 職 降 給 合 計

処分事由

勤務実績が良くない場合

心身の故障の場合 304人 304人

職に必要な適格性を欠く場合

職制、定数の改廃、予算の減少
により廃職、過員を生じた場合

刑事事件に関し起訴された場合 1人 1人

条例で定める事由による場合 1人 1人

合 計 306人 306人

(2) 懲戒処分者数
懲戒処分とは、法令に違反した場合、職務上の義務に違反し若しくは職務を怠っ

た場合、又は全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合、地方公務員法
第29条の規定に基づき、戒告、減給、停職又は免職の処分をすることです。

平成23年度の懲戒処分の状況は、次のとおりです。

処分の種類
戒 告 減 給 停 職 免 職 合 計

処分事由

法令に違反した場合 2人 2人 4人

職務上の義務に違反し又は職 1人 1人 2人
務を怠った場合

全体の奉仕者たるにふさわし 1人 4人 3人 8人
くない非行のあった場合

合 計 1人 4人 6人 3人 14人
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５ 服務の状況

(1) 職務に専念する義務の免除
職員は、地方公務員法第35条に基づき、職務に専念する義務を有していますが、条例及

び規則により、次の場合においては、当該義務が免除されます。

職務に専念する義務の免除が認められる場合

ア 研修を受ける場合
イ 厚生に関する計画の実施に参加する場合
ウ その他特に任命権者又はその委任を受けた者の承認を得た場合
エ 人事委員会が定める場合

(ｱ) 在勤庁の事務又は事業運営上の必要に基づき、事務又は事業の全部又は一
部を停止した場合

(ｲ) 地方公務員災害補償法第51条第2項の規定により審査請求若しくは再審査請
求をし、又は同法第60条第1項の規定により出頭する場合

(ｳ) 地方公務員法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、又は
同法第49条の2第1項の規定により不利益処分に関する不服申立てをする場合

(ｴ) 地方公務員法第55条第11項の規定により、当局に対して不満を表明し、又
は意見を申し出る場合

(ｵ) 教育公務員特例法第17条第1項の規定により、教育に関する他の職を兼ね、
又は教育に関する他の事業若しくは事務を行う場合

(ｶ) 職務に関し、国又は他の地方公共団体若しくはその他の公益団体の職を兼
ね、その職に属する事務を行う場合

(ｷ) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて、講演講
義等をする場合

(ｸ) 職務上の教養に資する講演会又は講習会に出席する場合
(ｹ) 新採用及び転勤のために旅行する場合
(ｺ) 職務上必要な試験を受験する場合
(ｻ) 人事委員会が特に認めた場合

(2) 営利企業等への従事許可
職員は、地方公務員法第38条に基づき営利企業等への従事が制限されていますが、人事

委員会規則に定める許可基準を満たし、かつ任命権者の許可を受けた場合には、営利企業
等に従事することができます。

許 可 の 基 準

次のいずれにも該当する場合
ア 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがないもの
イ 当該職員の職との間に特別の利害関係がなく、又はその発生のおそれがないもの
ウ 公務員としての信用を傷つけるおそれがないもの
エ その他法の精神に反しないと認められるもの
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６ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

(1) 研修の状況
職員の勤務能率の発揮及び増進を図るため、積極的に各種研修に取り組んでいます。

ア 一般行政職員
地方自治体を取り巻く社会経済情勢が大きく変化する中で、「元気で存在感のある県

づくり」を積極的に進めていくために、職員一人ひとりの意識改革と職員の自主的・主
体的な能力開発を推進する必要があることから、「山口県人材育成基本方針」を踏まえ、
積極的に職員の研修を行っています。
平成23年度には、次のとおり研修を実施しました。

対 象 者 研 修 名 回数 人数

一般行政職員 一般研修
新規採用職員、主事級、主任級、 14回 696人
主査級、グループリーダー、所属長 等

パワーアップ研修
政策予算、危機管理実務、クレーム対応、 19回 520人
経営分析、コーチング、民法、国際 等

サポート研修
通信教育、放送大学、地域接遇 12回 56人

派遣研修
中央省庁、他の地方公共団体、 20人
自治大学校、民間企業 等

合 計 1,292人

(注)その他、部局の業務の遂行に必要な知識技能を修得させるための部局研修を実施しました。

イ 教職員
児童生徒一人ひとりの個性や特性を最大限に伸長するとともに、豊かな人間性や社会

性を育てるためには、学校教育の直接の担い手である教職員の資質能力を高め、学校全
体の教育力の向上を図ることが重要であることから、多様な教育課程を踏まえ、研修内
容や研修形態の充実・改善を図りながら、教職員のキャリアステージに応じた計画的、
体系的な研修を実施しています。
平成23年度には、次のとおり研修を実施しました。

対 象 者 研 修 名 日数等 人数

教 職 員 基本研修
初任者・新採・新任、経験者管理職、特別支援教育 210日 4,878人

専門研修
経験者、管理職、教科、教育相談、情報教育、 192日 2,292人
特別支援教育、専門職務、社会教育 等

支援研修
197日 4,150人サテライト、スキルアップ

派遣研修
大学院、日本人学校、民間企業 等 133人

合 計 11,453人

(注)派遣研修は実人数、その他は延べ実数。
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ウ 警察職員
警察職員が、警察法の精神にのっとり、民主警察の本質と警察の責務とを自覚し、人

格を磨き、学術を修め、実力を養い、もって公正明朗かつ能率的に職務を遂行し得るよ
う教養することを目的に研修を実施しています。
平成23年度には、次のとおり研修を実施しました。

対 象 者 研 修 名 期数 人数

警 察 職 員 採用時教養
8期 317人

初任科、初任総合科、一般職員初任科

昇任時教養
2期 30人

巡査部長任用科

専科等教養
51期 761人

部門別任用科、専科、長期末入校者研修

合 計 61期 1,108人

(2) 勤務成績の評定の状況

ア 知事部局等
職員の意欲・士気の高揚や能力向上を図るとともに、職員の昇任・異動等に当たって

の参考資料として活用するため、平成18年度から管理職に対し、職務遂行過程を通じて
発揮された職員の能力を評価する「能力評価」と、年度当初に設定した目標の達成度を
評価する「実績評価」を導入しています。
また、平成20年度からは、その他の職員に対しても「能力評価」を導入し、平成21年

度下半期からは、評価期間中における業務実績や執務態度を、加点評価と減点評価によ
り評価する「実績評価」を導入しています。

イ 教育委員会
平成18年度から全教職員を対象に「教職員評価」の試行を始め、平成19年度からは、

この「教職員評価」をもって勤務成績の評定としています。また、平成19年度から校長
を、平成21年度から教頭を本格実施とし、評価結果を給与に反映させています。

今後もこれまでの取組の成果や他県の動向等を踏まえながら、「子どもたちの夢を実
現する教育の実現を目指して、教職員一人ひとりの資質能力や意欲の向上と活力ある学
校づくりの推進を図る」ため、より公正で信頼性の高い評価制度となるよう改善を図っ
ていきます。
また、教育庁各課の職員については、知事部局と同様に「能力評価」と「実績評価」

を導入しています。

ウ 警察本部
職員の実績、能力、勤務態度等を各所属長が評価し、職員の昇任、異動等に当たって

の参考資料として活用しています。
評定及び調整は、仕事の成果・実績、能力・適性、仕事に取り組む態度等に応じて、

Ａ、Ｂ、Ｃ1、Ｃ2、Ｄ、Ｅの6段階で行っています。



７ 職員の福祉及び利益の保護の状況

(1) 保健の状況
地方公務員法（昭和25年法律第261号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）、山口

県職員健康管理規程（昭和50年山口県訓令第２号）等の規定に基づき、労働安全衛生体制
のもと、快適な作業環境の整備、職員の安全と健康の確保など労働安全衛生管理に努めて
います。

(注)小中学校教職員を除く。

ア 労働安全衛生管理
平成23年度の安全衛生委員会等の設置状況は、次のとおりです。

区 分 安全衛生委員会 衛生委員会

知事部局等 6所属 14所属

教育委員会 － 52所属

警 察 本 部 － 19所属

イ 健康管理
平成23年度の検診受診状況は、次のとおりです。

区 分 知事部局等 教育委員会 警 察 本 部 備 考

定期健康診断 対象者 3,612人 4,887人 3,542人 胸部ｴｯｸｽ線撮影、

（法定） 受診者 3,596人 4,289人 3,489人 血液検査ほか

胃ガン 1,907人 3,097人 2,108人

ガン検診 大腸ガン 905人 1,854人 2,063人

子宮ガン 245人 315人 204人

（任意） 乳ガン 87人 324人 149人

ウ 作業環境管理
平成23年度の作業環境測定結果は、次のとおりです。

所属数 作業場数 結 果 検査内容

24 55 全て適切である 特定化学物質、有機溶剤、粉じん

(注)知事部局のみ

(2) 福利厚生の状況
地方公務員法の規定に基づき、職員の元気回復等の事業を計画的に実施するとともに、

地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）等の規定に基づき地方職員共済組合等
が実施する医療給付、年金給付等の諸事業に対して法令等に基づき経費負担するなど、職
員の福利厚生を図っています。

(注)教育委員会については、県立学校・事務局の他、小中学校・県立大学等を含む。

ア 元気回復事業

区 分 事 業 名 実施機関 概 要

知事部局等 職員球技大会 県・共済 ソフトボール、バレーボールなど6種目
本庁各課対抗バレーボール 〃 本庁各課による対抗戦
その他元気回復事業等 〃 部局又は各地域単位で実施

教育委員会 ― ― ―

警 察 本 部 元気回復事業への助成 共済組合 各所属単位で行う事業への助成
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イ 地方職員共済組合等に対する負担金・補助金

区 分 項 目 金 額 概 要

知事部局等 共済組合への負担金 ６，４４１，２６５千円 短期・長期負担金等

〃 への補助金 ６０８千円 健康保持・疾病予防事業への補助

地方公務員災害補償基 １７７，３２１千円 公務災害補償に対する負担金
金に対する負担金

教育委員会 共済組合への負担金 ２０，６７６，５９１千円 短期、長期負担金等

警 察 本 部 共済組合への負担金 ４，８１５，４４９千円 短期、長期負担金等

(3) 公務災害補償
地方公務員法、地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）の規定に基づき、

公務災害（公務執行に起因して発生した負傷、疾病、障害、死亡等）、通勤災害に対して
地方公務員災害補償基金が給付等を行っています。

平成23年度認定件数は、次のとおりです。

公務災害 通勤災害 計

知事部局等 27件 5件 32件

教育委員会 127件 7件 134件

警 察 本 部 78件 2件 80件

(注)小中学校教職員を含みます。
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８ 特定事業主行動計画に基づく措置の実施状況

(1) 知事部局等

ア 取組状況

（ア）山口県庁こども参観デーの実施
本庁知事部局を対象に実施しました。

参加者数
実施日時

こども 保護者

H23.8.9 89人 45人

(イ) 各種制度の周知
子育て支援制度をまとめたパンフレットを作成の上、イントラネットに掲載

し、各種の子育て関連制度について周知を図りました。

(ウ) 男性職員の育児休業についてのアンケート実施
男性の育児休業取得率向上に向け、職員の意識と課題を把握するため、未就

学児を子にもつ職員を対象にアンケートを実施しました。

(エ) 時間外勤務の縮減
「全庁一斉ノー残業デー」など、各種取組の徹底を図りました。

イ 数値目標に対する実績

(ア) 男性職員の育児休業取得率

目標値
《参考》女性職員の育児休業取得状況

取得率 取得者数／対象者数
(H26年度末) 取得率 取得者数／対象者数

10％ 0％ 0名／98名 100％ 32名／32名

※ 対象者数は23年度中に新たに育児休業取得可能となった職員

(イ) 子ども出生時の男性職員の5日間以上の休暇取得率
男性職員について、子どもの出生時には、「配偶者の出産補助休暇（3日）」や「男

性職員の育児参加休暇（5日）」を積極的に取得するとともに、年次有給休暇を合わ
せて取得するなどし、最低でも5日間の休暇を取得するよう、意識啓発に努めました。

目標値（H26年度末） 取得率

70％ 71.4％

(ウ) 年次有給休暇の取得率

目標値（H26年度末） 取得率

75％（15日） 68％（13.6日）
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(2) 教育委員会

ア 取組状況

(ア) 各種制度の周知
各種の子育て支援制度をまとめたパンフレット及び家族ぐるみで参加できる

イベントをまとめたリーフレットを発行し、子どもとふれあう機会の充実を図
るなど、意識啓発に努めました。

(イ) 時間外勤務の縮減
毎月の「全庁一斉ノー残業デー」及び毎週水曜日の「教育庁一斉ノー残業デー」

の取組の徹底を図りました。

イ 数値目標に対する実績

(ア) 男性職員の育児休業取得率

目標値
《参考》女性職員の育児休業取得状況

取得率 取得者数／対象者数
(H26年度末) 取得率 取得者数／対象者数

10％ 1.8％ 1名／54名 100％ 29名／29名

※ 対象者数は23年度中に新たに育児休業取得可能となった職員

(イ) 子ども出生時の男性職員の5日間以上の休暇取得率
男性職員について、子どもの出生時には「配偶者の出産補助休暇（3日）」を積

極的に取得するとともに、2日間の年次有給休暇を合わせて、5日間の休暇を取得
するよう、意識啓発に努めました。

目標値（H26年度末） 取得率

50％ 20.7％

(ウ) 年次有給休暇の取得率

目標値（H26年度末） 取得率

75％（15日） 54.5％（10.9日）
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(3) 警察本部

ア 取組状況

(ア) 子どもの体験活動等の支援
子どもの健全育成のため、生活安全ふれあい館、交通安全学習館及び警察道場を

活用し、青少年の健全育成を目的に防犯体験学習、交通安全学習及び柔道、剣道の
積極的な指導を実施しました。

(イ) 時間外勤務の縮減
毎週水曜日及び給与支給日、並びに期末・勤勉手当支給日の「定時退庁日」の取

組の徹底を図りました。

イ 数値目標に対する実績

(ア) 男性職員の育児休業取得率

目標値
《参考》女性職員の育児休業取得状況

取得率 取得者数／対象者数
(H26年度末) 取得率 取得者数／対象者数

10％ 0％ 0名／138名 100％ 16名／16名

※ 対象者数は23年度中に新たに育児休業取得可能となった職員

(イ) 子ども出生時の男性職員の休暇取得率
出産補助休暇（3日間）の取得率

目標値（H26年度末） 取得率

50％ 34.1％

(ウ) 年次有給休暇の取得率

目標値（H26年度末） 取得率

50％（10日） 36.5％（7.3日）



Ⅱ 山口県人事委員会の業務の状況

１ 職員の競争試験及び選考の状況

（1）職員の競争試験の状況（平成２３年度）

有効受験者数Ａ 合格者 有効受験者数 最終合格者B

700 544 96 88 39 13.9

58 49 6 6 2 24.5

28 22 5 5 1 22.0

9 9 4 4 1 9.0

48 31 14 12 5 6.2

22 17 5 5 3 5.7

27 22 5 5 2 11.0

13 10 5 5 1 10.0

10 8 4 3 2 4.0

13 10 4 4 1 10.0

18 16 6 5 2 8.0

29 23 5 4 3 7.7

7 6 5 4 2 3.0

22 17 5 5 2 8.5

1,004 784 169 155 66 11.9

201 133 13 13 3 44.3

201 133 13 13 3 44.3

67 55 17 15 6 9.2

67 55 17 15 6 9.2

64 57 22 19 7 8.1

44 37 7 7 2 18.5

5 4 1 1 1 4.0

3 3 1 1 1 3.0

187 168 53 51 19 8.8

303 269 84 79 30 9.0

19 17 5 5 1 17.0

19 17 5 5 1 17.0

507 365 184 158 49 7.4

一般 400 254 121 105 25 10.2

武道指導 3 2 2 2 2 1.0

369 281 126 114 33 8.5

121 71 32 23 9 7.9

97 40 24 16 5 8.0

101 59 24 22 6 9.8

1,598 1,072 513 440 129 8.3

3,192 2,330 801 707 235 9.9合　　　　計

保 健 師

計

警　察　官

男性(Ａ)第1回

男性(Ａ)
第2回

男性(Ｂ)

女性(Ａ)第1回

女性(Ｂ)

計

高校卒業程度

事    務

警察事務

土　　木

小・中学校事務

計

衛生監視

計

社会人経験者
等

行　　政

計

短大卒業程度
小・中学校栄養士

計

林　　業

畜　　産

水　　産

電　　気

化　　学

衛生薬学

第一次試験 第二次試験
競争倍率（Ａ／Ｂ）

大学卒業程度

行　　政

警察事務

社会福祉(一般)

社会福祉(心理)

土　　木

農　　業

建　　築

電　　気

女性(Ａ)第2回

保　健　師

試験区分 試験職種等 申込者
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（2） 選考の状況（平成２３年度）

ア 採用選考

給料表 職務の級 知事部局等 教育委員会 警察本部 計

9 0
8 0
7 1 1
6 2 8 1 11
5 1 1 2
4 1 1 1 3
3 19 2 1 22
2 4 1 5
1 10 2 1 13
9 0
8 0
7 2 2
6 3 3
5 2 2
4 5 5
3 3 3
2 1 1
1 1 1
6 0
5 0
4 0
3 0
2 1 1
1 1 1
5 0
4 0
3 0
2 0
1 1 1
4 0
3 1 1
2 0
1 5 5
7 0
6 0
5 0
4 0
3 0
2 0
1 0
7 0
6 0
5 0
4 0
3 0
2 0
1 0
4 0
3 0
2 5 5
1 0
4 0
3 1 1
2 6 6
1 0

49 23 23 95

教育職(二)

計

医療職(一）

医療職(二）

医療職(三）

教育職(一)

行政職

公安職

海事職

研究職
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イ 昇任選考

給料表 職務の級 知事部局等 教育委員会 警察本部 計

9 6 6
8 10 1 11
7 31 1 32
6 100 16 5 121
5 109 15 5 129
4 112 22 4 138
3 74 7 8 89
2 0
1 0
9 4 4
8 6 6
7 12 12
6 22 22
5 45 45
4 55 55
3 42 42
2 0
1 0
6 1 1
5 0
4 1 1
3 2 1 3
2 0
1 0
5 0
4 7 1 8
3 4 4
2 5 1 6
1 0
4 1 1
3 0
2 0
1 0
7 0
6 0
5 0
4 1 1
3 0
2 0
1 0
7 0
6 0
5 0
4 0
3 0
2 0
1 0
4 0
3 3 3
2 4 4
1 0
4 0
3 0
2 0
1 0

464 69 211 744

教育職(二)

計

研究職

医療職(一）

医療職(二）

医療職(三）

教育職(一)

行政職

公安職

海事職



２ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況

本委員会は、平成２３年１０月２８日、議会及び知事に対し、地方公務員法第８条及び第

２６条の規定に基づき、一般職の職員の給与等に関する報告を行いました。

平成２３年人事委員会報告の概要は、次のとおりです。

第１ 給与についての報告

１ 公民給与の比較

(1) 月例給

本年４月時点における民間給与と職員（行政職）給与との較差は次のとおりとな

っている。

民 間 給 与 職 員 給 与 公 民 較 差
（Ａ） （Ｂ） （Ａ）－（Ｂ）

２５５円
３７６，５４３円 ３７６，２８８円

（０．０７％）

《参考》民間給与と特例条例による減額措置後の職員給与との比較

民 間 給 与 職 員 給 与 公 民 較 差

（Ａ） （Ｂ） （Ａ）－（Ｂ）

１１，４９２円
３７６，５４３円 ３６５，０５１円

（３．１５％）

（注）特例条例：知事等の給与の特例に関する条例

(2) 特別給

昨年８月から本年７月までの１年間において、民間事業所で支払われた賞与等の特

別給の支給額は、その月の平均所定内給与月額の３．９８月分に相当している。

（職員の場合、現行の年間支給割合は、３．９５月分である。）

＜人事院の報告及び勧告の内容＞

人事院は、本年９月、民間給与が国家公務員給与を８９９円（０．２３％）下回っている

ことから、俸給月額を引き下げること等を内容とする勧告を行った。

また、民間事業所で支払われた特別給は、所定内給与月額の３．９９月分に相当し、

職員の期末手当・勤勉手当の支給割合３．９５月分を上回っていたが、東日本大震災に

よる被害が特に大きい岩手県、宮城県及び福島県に所在する事業所の状況等を考慮し、

改定を見送ること等を内容とする報告を行った。

２ 改定の内容

本年の給与改定

公民較差、民間の特別給の支給割合及び人事院勧告の内容等を総合勘案し、職員の給

与について、次のとおり判断した。
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(1) 給料表

本年の民間給与と職員給与の較差がわずかであることから、改定を行わないこ

とが適当である。

(2) 期末手当及び勤勉手当

民間の支給割合と概ね均衡していること等から、改定を行わないことが適当で

ある。

３ その他の課題

(1) 高齢層職員の給与

人事院は、高齢層職員の給与について、給与構造改革における経過措置額の廃止

等の制度の見直しや、今後の取組として、高齢層職員の官民の給与差を縮小する方

向で昇格・昇給制度の見直しの検討を進めることとしている。

本県においても、国における制度の見直し内容や今後の検討の状況、さらには、

他の都道府県の動向等に十分留意しながら、高齢層職員の給与について、検討を進

める必要がある。

(2) 獣医師の給与

近年、家畜伝染病発生時の対応等、獣医師の役割がより重要となる中で、必要な

人材の確保が困難な状況が続いていることから、他の都道府県の状況等に留意しつ

つ、初任給調整手当の支給等、獣医師の処遇改善を図る必要がある。

第２ 勤務環境の整備についての報告

１ 総実勤務時間の短縮

職員の総実勤務時間の短縮については、職員の健康の維持や、仕事と生活の調和（ワ

ーク・ライフ・バランス）等の観点から、全庁的に取り組むべき重要な課題であり、時間

外勤務の縮減と年次有給休暇の取得促進に向けた積極的な取組を進めるよう、従来か

ら要請してきたところである。

時間外勤務の縮減については、これまでも様々な取組が行われているが、長時間の

時間外勤務が、職員の心身両面の健康に与える影響の大きさにかんがみ、知事部局、

教育庁や学校現場、警察などあらゆる職場において、それぞれの実情に即した、業務

処理体制の見直しや事務の簡素・効率化など、実効性のある時間外勤務の縮減に、一

層取り組む必要がある。

また、管理職員をはじめ職員一人ひとりにおいても、時間外勤務の縮減を共通の課

題として常に意識し、計画的かつ効率的な業務遂行に努める必要がある。特に、管理

職員は、時間外勤務の縮減は自らの重要な職務であるとの認識を持ち、自ら率先して

取り組むとともに、職員の業務の進捗状況や勤務実態を的確に把握し、業務の進め方

の再点検や業務配分の見直しを行うなど、適切な勤務時間管理及び業務の進行管理に

努めることが重要である。

さらに、年次有給休暇の取得については、職員の心身のリフレッシュやゆとりある

生活の確保のためにも重要であることから、その計画的・連続的な取得を促進すると

ともに、休暇を取得しやすい職場環境づくりを進めていく必要がある。
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２ 職員の健康管理対策

職員が、心身ともに健康な状態で職務に従事することは、職員本人や家族にとって

だけでなく、公務能率の向上の観点からも重要であり、引き続き、心身両面からの健

康管理対策を推進していく必要がある。

特に、近年、長期病休者（３１日以上）のうち、精神疾患を原因とする者が約４割

を占める状況が続いていることから、メンタルヘルス対策は重要な課題である。各任

命権者においては、これまでも、専門医等による相談事業や管理職員等に対する研修

事業など、様々な対策を充実させてきたところであるが、引き続き、原因の分析・把

握を進め、心の健康の保持増進から、早期発見・早期対応、円滑な職場復帰、再発の

防止に至るまで、組織的に総合的な対策に取り組むことが必要である。中でも、予防

及び早期発見がより重要と考えられることから、職員がメンタルヘルスに関する理解

を一層深め、ストレスを自覚した場合等に適切に対応することが可能となるよう今後

とも対策に努める必要がある。

また、管理職員においては、日頃から職員とのコミュニケーションに心がけ、健康

状況の把握、職場におけるストレス要因の軽減や除去に努めるとともに、業務処理体

制の改善を図り、勤務環境の向上に取り組むことが重要である。

３ 職業生活と家庭生活の両立支援

育児や介護をしている職員等が安心して仕事に取り組むためには、職業生活と家

庭生活の両立を可能とする勤務環境の整備が重要であることから、これまで育児のた

めの短時間勤務制度や介護休暇制度等の創設、子の看護休暇の拡充など、様々な対策

に取り組んでいるところであるが、引き続き、職員に対し、制度の周知や啓発活動を

積極的に行うなど活用促進に向けた取組を進め、両立支援をさらに推進していく必要

がある。

特に、育児については、職員が子育てをしやすい環境づくりをより一層推進するた

め、次世代育成支援対策推進法に基づく「特定事業主行動計画」を見直し、育児休業

の取得率等に改めて目標値を設定したところであるが、男性職員の育児休業取得率が

低いことから、育児休業を取得しやすい勤務環境の整備を図るなど、取得促進に向け

た取組を一層充実していく必要がある。

本年、人事院は、男性職員の育児休業取得促進の一助として、短期間の育児休業取

得者について、期末手当の支給割合を減じないための措置を講じると報告しており、

本県においても、国や他の都道府県の動向等に留意しながら、適切に対応する必要が

ある。

第３ 人事行政の運営についての報告

国家公務員制度改革基本法に基づく改革の具体化が進められ、地方公務員制度につい

ても同様に議論が行われるなど、公務を取り巻く環境は大きく変化してきている。この

ような状況の中で、職員の志気を高め、行政目的の実現や行政運営の効率化を図ってい

くためには、採用、人事評価、人事配置、昇任等の人事行政の運営全般にわたり、人材

育成や職員の能力の十分な活用に留意した総合的な取組を行うことが重要である。

１ 人事評価制度

国家公務員については、人事評価の結果が任免、給与及び人材育成に活用されるな

ど、能力・実績に基づく人事管理が進められている。

本県では、知事部局において人事評価制度を導入し、能力や実績をより適切に反映

した人事・給与制度の確立に向けて取り組んでいる。また、教育委員会においては校
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長及び教頭の教職員評価を実施するなど、人事評価制度の整備が進められている。

今後とも、公正で納得性の高い人事評価制度の定着に向け、これまで実施してきた

人事評価やその試行の結果を十分検証するとともに、評価者に対する研修や職員から

の苦情に対処する仕組みが充実されるよう、さらに取組を進める必要がある。なお、

取組の推進に当たっては、理解と納得が得られるよう職員側との対話が重要である。

２ 人材の確保・育成等

社会経済情勢の変化、新たな政策課題や複雑・多様化する県民ニーズに的確に対応

するためには、多様かつ優秀な人材の確保に努めることが重要である。そのためには、

職員採用試験の応募者をより多く確保することが有効であり、採用説明会や職場見学

会等の開催をはじめ、各種広報活動などを積極的に行うことにより、公務の魅力を直

接伝えるための取組等を一層充実させることが必要である。

職員の育成については、職員がそれぞれの職場で自信と誇りを持って県民のために

職務に従事し、行政目的を実現することができるよう、人材の計画的な育成に取り組

んでいくことが重要である。そのためには、専門的能力等の開発はもとより職員の志

気の高揚も重要な視点として、職場研修をはじめとした様々な研修や人材育成に留意

した人事管理等に努める必要がある。

なお、女性職員については、これまでも登用が図られてきたところであるが、今後

とも政策・方針決定過程への参画を拡大するなど、その能力が十分に発揮されるよう、

引き続き女性職員の登用を推進する必要がある。

３ 定年の引上げ

公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢の引上げに伴い、雇用と年金の接続が官民

共通の課題となっている。

このため、既に民間企業においては、定年制の廃止、定年年齢の６５歳以上への引

上げ又は再雇用制度等の導入が法律によって義務付けられている。

また、人事院は、本年９月、「公的年金の支給開始年齢の引上げに合わせて、平成

２５年度から平成３７年度に向けて、６０歳を超える職員の給与の抑制や多様な働き方を

可能とする措置等を講じながら、定年を段階的に６５歳に引き上げることが適当であ

る」とする国家公務員法等の改正についての意見の申出を行ったところである。

本県においても、今後の国における検討状況を注視しつつ、本県の状況を踏まえ、

定年の引上げに係る諸課題への対応について早急に取り組む必要がある。なお、取組

に当たっては、組織活力と公務能率を確保しながら、また、職員が高齢期の生活に不

安を覚えることなく職務に専念できる環境を整備することに留意する必要がある。

４ 公務員倫理

公務員による不祥事が依然として跡を絶たず、公務員の倫理観の確立が強く求めら

れていることから、職員研修や職場における指導等を通じた継続的な取組を一層進め

ていく必要がある。

また、職員一人ひとりが、県民全体の奉仕者であることを自覚し、常に厳正な規律

意識と高い倫理観を持って綱紀の保持に努めるとともに、公務員としての使命感を持

って全力で職務に取り組み、行政に対する県民の期待と信頼にこたえることが必要で

ある。
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［参考］

１ 給料表別平均給与月額
平成２３年４月１日現在

平均 平均経 平 均
給 料 表 職員数 備 考

年齢 験年数 給与月額

人 歳 年 円
371,938

行 政 職 4,969 43.4 21.3 事務・技術職員
(360,559)

361,270
公 安 職 3,054 40.1 18.3 警 察 官

(351,786)

417,177
海 事 職 58 44.7 23.0 船 員

(405,331)

395,347
研 究 職 197 43.3 19.1 研 究 員

(383,525)

967,259
医療職(一) 7 54.5 27.1 医 師

(930,836)

337,986
医療職(二) 75 42.4 20.2 栄 養 士 等

(328,758)

428,070
教育職(一) 3,224 46.0 23.0 高等学校等教員

(416,036)

421,677
教育職(二) 7,571 46.3 23.4 小・中学校教員

(409,115)

399,806
全給料表 19,155 44.4 21.9

(388,145)

(注) １ 平均給与月額は、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、
単身赴任手当（加算額を除く。)、特地勤務手当（これに準ずる手当を含む。）及びへき地
手当（これに準ずる手当を含む。）の総額を職員数で除したものである。

２ （ ）内の数字は、特例条例による減額措置後の額である。

２ 過去の給与改定の状況（行政職）

月例給 特別給 年間給与の
備 考

改定額 増減月 増減額
平成１１年 964円 △0.30月 △100千円
平成１２年 449円 △0.20月 △72千円
平成１３年 改定なし △0.05月 △19千円
平成１４年 △8,031円 △0.05月 △155千円
平成１５年 △4,512円 △0.25月 △172千円
平成１６年 改定なし 改定なし －
平成１７年 △1,301円 0.05月 △2千円
平成１８年 改定なし 改定なし －
平成１９年 601円 0.05月 29千円
平成２０年 689円 改定なし 12千円
平成２１年 改定なし △0.35月 △133千円 別に給与減額措置あり
平成２２年 638円 △0.20月 △64千円 〃
平成２３年 改定なし 改定なし － 〃
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３ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況

勤務条件に関する措置要求制度は、公務員には労働協約締結権を含む団体交渉権や

争議権が認められないなど、労働基本権が制限されていることの代償の１つとして認

められたものであり、人事委員会は、職員から勤務条件に関し、適正な行政上の措置

を求める要求があった場合に、必要な審査を行った上で判定を行い、事案の解決に

当たるものです。

平成２３年度においては、新規事案、継続事案ともにありません。

４ 職員に対する不利益な処分についての不服申立ての状況

不利益処分に関する不服申立ては、任命権者によって懲戒処分その他の不利益処分

を受けた職員から不服申立があった場合に、人事委員会が必要な調査・審査を行い、

当該不利益処分が適法・妥当であれば、当該処分を承認し、違法・不当であれば、こ

れを取り消し又は修正し、さらに必要があれば是正措置を指示する救済制度です。

平成２３年度においては、１件の新規事案があり、平成２３年度末現在での未処理

件数は２件です。

22年度末現在 23年度の 23年度の 23年度末現在

未処理件数 不服申立て件数 処理件数 未処理件数

分 降 給

限 降 任

処 休 職

分 分限免職

懲 戒 告

戒 減 給

処 停 職

分 懲戒免職 １ １ ２

転 任

その他

計 １ １ ０ ２


